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様 式 Ｃ－１３－３〔記入例〕（電子申請システム非対応用） 

 

平成３０年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）における 

病気を理由とする特別研究員の採用の中断に伴う研究中断承認申請書 

平成３０年１１月１日 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

   機関番号 1 2 3 4 5 

受入研究機関名称 ○○大学 

研究 

代表者 

部局 ○○学部 

職 特別研究員（ＰＤ） 

氏名 ○○ ○○ 

 

平成３０年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）について、病気を理由とする特別研究員の採用の中断に伴い

下記のとおり研究を中断したいのでご承認くださるようお願いします。 

 

記 

 

１．研究種目名 特別研究員奨励費 ２．課題番号 1 8 J 1 2 3 4 5 

 

３．研究課題名 ○○○に関する研究 

 

４．交付決定額                         （円） 

直接経費     ① 間接経費     ② 合計    ①＋② 

1,000,000 300,000 1,300,000 

 

５．研究期間 平成３０年度～平成３２年度 

 

６．補助金の使用状況                                           （円） 

 直接経費 間接経費 合計 

既受領額 
前期分 1,000,000 ③ 300,000 ④ 1,300,000 ③+④ 

後期分 0 ⑤ 0 ⑥ 0 ⑤+⑥ 

中断前の支出済額 800,000 ⑦ ⑦×30% 240,000 ⑧ 1,040,000 ⑦+⑧ 

中断前の未使用額 ③+⑤-⑦ 200,000 ⑨ ④+⑥-⑧ 60,000 ⑩ 260,000 ⑨+⑩ 

※⑧（円未満切り捨て;②=｢０｣であれば｢０｣を記入） 

 

７．変更交付決定額                        （円） 

直接経費     ⑦ 間接経費     ⑧ 合計    ⑦＋⑧ 

800,000 240,000 1,040,000 

 

８．病気を理由とする特別研究員の採用の中断の開始年月日及び終了予定年月日 

 平成３０年１２月１日 ～ 平成３１年９月３０日 

 

９．研究再開予定年月日 

 平成３０年１１月１０日 

 

〔印〕 



 

 

様 式 Ｃ－１３－３〔作成上の注意〕（電子申請システム非対応用） 

 

＜対応事業＞ 
特別研究員奨励費（外国人特別研究員を除く） 
 

研究代表者が病気による特別研究員の採用の中断に伴い研究を中断し、未使用の補助金について翌年

度以降の中断終了後に再交付を希望する場合に、研究再開前に研究代表者が作成し、受入研究機関を通

して日本学術振興会に１部提出すること。 

 
●作成・提出に当たっては、以下について留意すること。 
 A4 判（縦長）印刷を行うこと。 
 押印（または署名）をすること。研究代表者の印は、印肉を使用して押印するものとする。 
 本様式の作成時に誤記入があった場合には、改めて作成すること（訂正印及び修正液等の使用は

認めない。）。 
 「交付申請書（様式Ａ－２－１）」の写を１部添付すること。その他、提出時に添付すべき書類は

「様式提出時 添付書類一覧（補助金分）」を参照すること。 
 

１． 「研究代表者受入研究機関名称・部局・職・氏名」欄には、研究代表者の受入研究機関名、部局

名、職名を省略せずに記入すること（部局のない研究機関の場合は、部局名は不要。）。研究代

表者の氏名は、記名押印又は署名により記入すること。 
 
２． 「２．課題番号」欄には、交付決定通知書に記載の課題番号を記入すること。 
 
３． 「３．研究課題名」欄には、「交付申請書（様式Ａ－２－１）」に記載の研究課題名を記入する

こと。 
 
４． 「４．交付決定額」欄には、交付決定通知書に記載の交付決定額を記入すること（間接経費交付

決定額変更申請など交付決定額を変更した場合には、変更後の交付決定額を記入すること。）。

なお、間接経費の交付を受けていない場合は、この欄を含め全ての間接経費欄に「0」を記入する

こと。 
 

５． 「５．研究期間」欄には、「交付申請書（様式Ａ－２－１）」に記載の研究期間を記入すること。 
 
６． 「６．補助金の使用状況」欄には、以下を記入すること。 

 「既受領額」欄には、既に受領している金額を前期分・後期分と分けて記入すること。 
９月３０日までに受領した分については前期分に、１０月１日以降に受領した分について

は後期分に含めて記入すること。 
 「中断前の支出済額」欄には、この申請書の提出時の支出済額（利子を除く。）を記入す

ること。間接経費の額は、円未満を切り捨てた額を記入すること。 
 「中断前の未使用額」欄には、日本学術振興会への返還額を記入すること。 

 
＜利子（預貯金利息）の考え方＞ 

※ 利子（預貯金利息）や解約利息が生じた場合は、補助条件に定めているとおり機関に譲渡すること。 

※ 発生した利息を補助事業に使用した場合でも、申請書の「既受領額」や「支出済額」には含めない
こと。 

 
７． 「７．変更交付決定額」欄には「６．補助金の使用状況 支出済額」欄の金額を記入すること。 

 

８． 「８．病気を理由とする特別研究員の採用の中断の開始予定年月日及び終了予定年月日」欄には、

研究者養成課への提出書類である「特別研究員採用中断願」に記載した採用中断期間を記入する

こと。 

 

９． 「９．研究再開予定年月日」欄には、採用の中断終了後、研究を開始（再開）する予定年月日を

記入すること。（なお、採用の中断終了後、１年を超えて補助事業を中断することはできないの

で注意すること。） 

 

http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/16_rule/data/26_dl/26_02_f_tenpuilist.pdf

